
67

下館駅前通り  8:30-18:00
℡ 0296-22-2513

筑西市
丙 202-13

（火曜定休）

館最中本舗館最中本舗館最中本舗

受賞
しました！

筑西市外塚 801 定休日（日曜 ･ 祝日）(株)根本製菓

毎月第３土曜日せんべい・おかき祭り開催中！

☎0296-22-5871

３袋　  500 円

５袋 1,080 円

　　  出来たての煎餅・おかきご試食販売中 !!

12月16日　土
こわれ煎各種  

煎餅・おかき各種  

9:00 〜
      16:00

各
窓
口
で
の

添
付
書
類
が
一
部
省
略
さ
れ
ま
す

「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

援
助
が
必
要
な
方
の
た
め
の
マ
ー
ク
で
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
「
情
報
連
携
」
開
始

マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例 　
11
月
13
日
か
ら
、
専
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
し
た
、
国
・
県
や

他
市
町
村
間
に
よ
る
情
報
連
携
の
本
格
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
各
種
手
続
の
際
に
申
請
書
な
ど
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

記
入
す
る
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
書
類
を
省
略

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
省
略
可
能
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
各
担
当

窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
添
付
書
類
の
省
略
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
及
び
身
元
が
確
認
で
き
る
書
類
）
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

※
手
続
に
よ
り
引
き
続
き
添
付
書
類
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
個
別
の
事
務
手
続
の
際
に
は
、
各
担
当
課
か
ら
の
案
内
を
必
ず
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※平成 30年７月以降省略可能となる見込みのもの。▲

手続の一例のため、掲載のないものでも省略になるものがありますので、
各課にお問い合わせください。

　
外
見
か
ら
は
分
か
ら
な
く

て
も
、
周
囲
か
ら
の
配
慮
や

援
助
が
必
要
な
人
が
い
ま
す
。

　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ

カ
ー
ド
を
付
け
る
こ
と
に
よ

り
援
助
又
は
配
慮
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
困
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ

ば
、
声
を
掛
け
る
な
ど
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
認
知
症
の
人
の
介
護
は
、
周
囲
の
人
か
ら
見
る
と
介
護
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
に
く
い
た
め
、
誤
解
や
偏
見
を
持
た
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
介
護
す
る
人
が
介
護
中
で
あ
る
こ
と
を
周
囲
に
さ
り
げ
な
く
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、「
介
護
マ
ー
ク
」
を
作
成
し
、
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
日
時　
平
日
・
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

■
場
所　
高
齢
福
祉
課（
本
庁
２
階
②
番
窓
口
、各
支
所
窓
口
）

■
対
象　
認
知
症
・
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
・
障
が
い
者
を

　
　
　
　
介
護
す
る
人　
※
無
料
で
す
。

▲ヘルプマーク
▼ヘルプカード
　　　（展開図）

どんな人が付けているの？
内部障がい、内部疾患、視覚・
聴覚障がい、発達・知的障が
い、認知症、難病、義足や人
工関節を使用している、手術
後間がない、妊娠初期、その
他何らかの理由により支援や
配慮が必要な人などです。

ヘルプマークの裏面やヘルプ
カードには、必要な援助の内
容が記載されています。また、
災害時などには、安全に避難す
るための支援をお願いします。

ヘルプマーク・ヘルプカード
は、障がい福祉課・各支所の窓口
で交付します。申請の際に、障が
いなどの程度が分かるものがある
場合は持参してください。
問障がい福祉課（本庁１階）

☎２４−２１０５

問
高
齢
福
祉
課
（
本
庁
２
階
）　　
　
　
　

 

☎
22

−

０
５
２
６

どんな援助が必要なの？

障がい福祉課・各支所で
12月から交付します

「
介
護
マ
ー
ク
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

◀介護マーク

手続名 問い合わせ 省略可能な書類の例
保育園や幼稚園など
の利用に当たっての
認定の申請

こども課
（本庁１階）
☎２４−２１０４

生活保護受給証明書、児童扶養手
当証書、特別児童扶養手当証書、

課税証明書※

児童手当の申請 課税証明書、住民票※

児童扶養手当の申請 住民票、課税証明書、特別児童扶
養手当証書

ひとり親家庭等日常
生活支援事業の申請

課税証明書、生活保護受給証明書、
児童扶養手当証書

生活保護の申請
社会福祉課
（本庁２階）
☎２２−０５２５

課税証明書、雇用保険受給資格者
証、児童扶養手当証書、特別児童

扶養手当証書

特別児童扶養手当の
支給の申請

障がい福祉課
（本庁１階）
☎２４−２１０５

住民票、課税証明書

障がい児通所支援・
入所支援の申請

住民票、課税証明書、生活保護受
給証明書

障がい福祉サービス
の申請

住民票、課税証明書、生活保護受
給証明書


